
 

 

 

 

 

令和６年 第１３回 蕨市教育委員会（定例会） 会議録 
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招 集 期 日 令和６年１１月１３日（水） 

場 所 蕨市役所 ５階 第１・第２委員会室 

開閉の時間 午後２時から午後２時３２分まで 

議 長 松 本 隆 男 教育長 

出 席 委 員 １番 萩 原 敏 行 委員 ２番 小 島 奈津子 委員 ３番 尾 方 香 里 委員 

 ４番 石 山 大 介 委員   

議事参与者 
教育部長 

        渡 部 幸 代 

教育部次長・学校教育課長 

        小 山 晃 弘 

教育部次長・生涯学習スポーツ課長 

加 納 克 彦 

 

教育部副参事・学校給食センター所長

        

石 丸 岳 広 

教育総務課長 

        白 鳥 幸 男 

図書館長 

佐 藤 昌 史 

 
歴史民俗資料館長 

        小 川 有紀子 

教育総務課長補佐 

庄 野 将 人 

生涯学習スポーツ課長補佐 

小 柴 晴 香 

 
西公民館長 

荒 川 恵 子 

南公民館長 

萬 年 祐 次 

北町公民館長 

桑 島 勝 彦 

 
下蕨公民館長 

成 田 慎 治 

学校教育課指導係長 

峠 舘 春 介 

旭町公民館長（指定管理者） 

黒 澤 美和子 

    

    

書  記 教育総務課庶務係長 瀬 口 正 浩 
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 開会宣言された後、前回の会議録の承認が行われ、直ちに報告に入る。 

 

報告１ 

第１４回中学生の主張 inわらびにつ

いて 

 第 14回中学生の主張 in わらびについては、10月 23日(水)に市民会館で開催し、当

代表の 3 年生 6 名が 2 年生の前で堂々と発表を行った。なお、発表の様子は 11 月 7 日

までケーブルテレビＷＩＮＫで放送されたとの報告が、学校教育課長からなされた。 

 

報告２ 

第８２回蕨市民体育祭秋季大会支部

体育祭について 

 第 82回蕨市民体育祭秋季大会支部体育祭については、錦町地区のみ 10月 27 日(日)、

それ以外の 4 地区は 10 月 6 日(日)に開催した。コロナ禍や昨年度の雨天による一部地

区の中止も重なり、数年ぶりに全 5地区で開催することができ、合計で 2,735人が参加

したとの報告が、生涯学習スポーツ課長からなされた。 

 

報告３ 

リサイクル本の利用者への提供につ

いて 

 リサイクル本の利用者への提供については、令和 5年度に発生した「除籍処理を行い

不用となった本」と「雑誌」4,630冊を、まず、学校・保育・学童の関係団体に再利用

していただき、残った 4,064冊に、利用者から寄贈していただいた本のうち図書館で所

蔵しないと判断したものを、令和 5 年 11 月 5 日(日)から令和 6 年 10 月 27 日(日)まで

のうち毎週日曜日に、毎回約 150冊ずつ図書館正面玄関前に陳列し、お持ち帰りいただ

いた。リサイクルした冊数は 4,036 冊で活用率は 99.3％であったとの報告が、図書館

長からなされた。 

 

 以上報告の後、直ちに議事に入る。 

 

議案第５４号 

蕨市各種大会選手派遣費補助金交付

要綱の制定について 

 蕨市各種大会選手派遣費補助金交付要綱の制定については、中学校の部活動や地域ク

ラブ活動で県大会などに出場する際の貸し切りバス等の費用が、現在の「蕨市各種大会

選手宿泊費補助金交付要綱」の対象外であるため、本要綱を制定し補助するものである。

なお、基本は中学校体育連盟が主催する県大会・関東大会・全国大会を対象としており、

金額についてはそれぞれ定めるものであるとの説明が学校教育課長からなされ、質疑応

答の後、原案どおり異議なく可決された。 
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 [質問]クラブ代表者の文言がありますが、教育委員会で認定している地域クラブがあり

ましたら教えてください。 

[回答]部活動の地域移行を進めている段階のため、現状は該当するクラブの代表の方は

いない状況ですが、今後該当する方が出てきた際に派遣費を支出できるよう文言と

して明記しております。 

[質問]文化系の大会は対象に含まれるのでしょうか。 

[回答]文化系の大会は別の制度がありますので、本制度の対象には含まれません。 

[質問]補助金の申請は事前に申請するのでしょうか。添付書類に請求書もしくは領収書

とありますが。 

[回答]事前申請が原則で、実績についても報告していただくようになります。 

 

協議第１１号 

市長の権限に属する事務の一部を蕨

市教育委員会に委任する規則の一部 

改正案について 

市長の権限に属する事務の一部を蕨市教育委員会に委任する規則の一部改正案につ

いては、議案第 54 号の蕨市各種大会選手派遣費補助金交付要綱の制定に伴う補助金交

付事業の開始に対応するため所要の改正をするものであるとの説明が、学校教育課長か

らなされ、質疑応答の後、原案どおり異議なく承認された。 

[質問]委任される権限と事務への影響について改めて教えてください。 

[回答]蕨市各種大会選手派遣費補助金交付要綱に関する事務は、本来は市長の権限に属

する補助金の交付等の予算執行に関するものですが、これを教育委員会に委任

し、事務を行うことができるようにするための改正です。 

 

議案第５３号 

蕨市校内教育支援センター臨時教員

設置要綱の制定について 

 蕨市校内教育支援センター臨時教員設置要綱の制定については、本市における不登校

児童・生徒数は増加しており、教育相談体制の充実及び強化を図るべく、市費により蕨

市校内教育支援センター臨時教員を任用するため同要綱を制定するもので、施行日は令

和 7年 4月 1日であるとの説明が学校教育課長からなされ、質疑応答の後、原案どおり

異議なく可決された。 

[質問]本件の教育支援センター臨時教員のことを臨時教員と指すのは、用語の運用上問

題ないのでしょうか。 

[回答]本要綱は、例規審査委員会でも確認をしているほか、蕨市の 35 人程度学級の市

費教員の要綱を基に作成をしていますが、今後も確認をしながら対応して参りま

す。 
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 [質問]配置は各学校にされるのでしょうか。 

[回答]中学校３校に配置する予定です。 

 

議案第５５号 

蕨市さわやか相談員設置要綱の一部

改正について 

蕨市さわやか相談員設置要綱の一部改正については、一部文言の整理及び報酬、身分

証明書に関するもので、報酬については、会計年度任用職員の報酬等に関する条例に準

ずるため項目を削除し、身分証明書についてはこれまで教育委員会発行だったものが、

人事課発行が可能になり、かつ名称を「蕨市さわやか相談員に係る身分証明書」に改め、

事務的な整合を図るもので、施行日は令和 7年 4月 1日であるとの説明が学校教育課長

からなされ、質疑応答の後、原案どおり異議なく可決された。 

[質問]身上書の提出は不要になったのでしょうか。 

[回答]市の採用において、会計年度任用職員は身元保証の書類はとっていない状況で

す。なお、履歴書の提出及び面接を実施したうえでの採用となります。 

[質問]教育に携わる業務ですので身元保証の書類がないのは違和感があることと、トラ

ブル等があった際に法律的な問題がないか気になり質問しました。 

[回答]宣誓書の提出は必要ですが、身上書の提出に関する法的な根拠はない状況です。 

 

議案第５６号 

蕨市スクールソーシャルワーカー設

置要綱の一部改正について 

蕨市スクールソーシャルワーカー設置要綱の一部改正については、議案第 56 号と同

様の理由で報酬の項目の削除及び身分証明書の名称を人事課より発行する「蕨市スクー

ルソーシャルワーカーに係る身分証明書」に修正するもので、施行日は令和 7 年 4 月 1

日であるとの説明が学校教育課長からなされ、質疑応答の後、原案どおり異議なく可決

された。 

[質問]身上書の取り扱いも議案第 55号と同様でしょうか。 

[回答]議案第 55号と同様です。 

 

議案第５７号 

蕨市副食費実費徴収補足給付事業実

施要綱の一部改正について 

 蕨市副食費実費徴収補足給付事業実施要綱の一部改正については、県の要綱の一部改

正に伴い、補助金の上限額を 1 人「4,700 円」から「4,800 円」に改めるもので、改正

後の同要綱の規定は、令和 6 年 4 月 1 日から適用されるとの説明が学校教育課長からな

され、質疑応答の後、原案どおり異議なく可決された。 

[質問]今年度から上限額が 4,800円になっているということでよいでしょうか。 

[回答]おっしゃるとおりです。 



5 

 

 

 

 

議 

 

 

 

事 

 

 

 

進 

 

 

 

行 

 

 

 

状 

 

 

 

況 

 

 

 

 

 

議案第５８号 

蕨市いじめ問題対策連絡協議会委員

の委嘱について 

蕨市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱については、令和 6 年 9 月 18 日付で 1 名

の委員が退任したことに伴い委嘱替えを行うもので、任期は前任者の残任期間となる令

和 7 年 1 月 22 日までであるとの説明が学校教育課長からなされ、原案どおり異議なく

可決された。 

 

議案第５９号 

蕨市教育委員会が後援等を行う事業

について 

 

別紙のとおり、蕨市教育委員会へ後援等の申請があったため、審議をお願いしたいと

の説明が、生涯学習スポーツ課長からなされ、原案どおり異議なく可決された。 

  

  

 


